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中間のまとめからの主な変更点【障害者・児計画】 

 

No. 箇 所 変更前（中間のまとめ） 変更後（案） 

1 P.3 

1 計画の目的 

〇障害者権利条約及び障害者差別解消法で掲げられている障害

者に対する合理的配慮については、国の基本方針に沿って、区

において周知・啓発等具体的な取組みを進めていくこととして

います。 

また、子どもの権利条約の理念に則って児童福祉法が改正され、

児童が適切な養育を受け、健やかな成長・発達や自立等を保障

される権利を有すること等が明確化されました。 

 

〇障害者権利条約及び障害者差別解消法で掲げられている障害

者に対する合理的配慮については、国の基本方針に沿って、区

において周知・啓発等具体的な取組みを進めていくこととして

います。 

 

〇子どもの権利条約の理念に則って児童福祉法が改正され、児

童が適切な養育を受け、健やかな成長・発達や自立等を保障さ

れる権利を有すること等が明確化されました。 

2 P.11 

1 障害者・障害児

の人数 

本区の障害者の数は、平成 28年度末現在 8,777人で、その内

訳は、身体障害者手帳所持者が 4,666人（53.2％）、愛の手帳所

持者（知的障害者）が 880人（10.0％）、精神障害者保健福祉手

帳所持者が 1,369人（15.6％）、難病患者が 1,862人（21.2％）

となっています。 

本区の障害者の数は、平成 28年度末現在 8,767人で、その内

訳は、身体障害者手帳所持者が 4,666人（53.2％）、愛の手帳所

持者（知的障害者）が 880人（10.0％）、精神障害者保健福祉手

帳所持者が 1,369人（15.6％）、難病患者が 1,852人（21.1％）

となっています。 

3 P.15 

(4)難病医療券所持

者数の推移 

その後の難病医療券所持者は、平成 28年度末現在 1,862人で

す。法施行時の平成25年度末は1,661人で、この３年間で12.1％

の増加でしたが、平成 27年度以降、1,800人を超える状態とな

っています。 

その後の難病医療券所持者は、平成 28年度末現在 1,852人で

す。法施行時の平成 25年度末は1,661人で、この３年間で11.5％

の増加でしたが、平成 27年度以降、1,800人を超える状態とな

っています。 

4 P.20 

(1)区内障害者・児

施設 

 施設一覧表に「59 一般社団法人リリーフ」を追加。 
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No. 箇 所 変更前（中間のまとめ） 変更後（案） 

5 P.57 

第 4 章 計画の体

系 

 1-1-21に「共生型サービス」を追加。 

6 P.73 

第 5章 計画事業 

 1-1-21に「共生型サービス」を追加。 

事業概要：共生型サービスは、介護保険又は障害福祉のいずれ

かの指定を受けている事業所が、もう一方の制度における指定

を受けて提供するサービスであり、障害者総合支援法において

は新たに共生型生活介護、共生型居宅介護、共生型短期入所等

が規定される。 

なお、新たなサービスであり、現時点で新規指定予定がないこ

とから、サービス量は見込まない。 

対象ライフステージ：就学前、就学後、卒業期／就職期、高齢

期 

7 P.86 

2 相談支援の充実

と権利擁護の推進 

障害者の人権や意見が尊重され、養護者等による虐待などを

受けることなく、安心して生活を送ることができるよう、成年

後見制度の普及啓発や障害者虐待防止体制の強化、障害者差別

解消支援地域協議会の運営等、障害者の権利擁護についての取

組みを推進していきます。 

障害者の人権や意見が尊重され、養護者等による虐待などを

受けることなく、安心して生活を送ることができるよう、成年

後見制度の普及啓発や障害者虐待防止体制の強化、障害者差別

解消支援地域協議会における障害者差別解消のための条例に関

する検討等、障害者の権利擁護についての取組みを推進してい

きます。 
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No. 箇 所 変更前（中間のまとめ） 変更後（案） 

8 P.87 

2-1-2 計画相談支

援 

 

3 年間の事

業量 

項目 28年度実績 30年度 31年度 32年度 

実利用者数 397人 524人 576 人 634人 

※実利用者数の事業量見込みは、サービス利用支援及び継続サービス利用

支援の合計人数。 

 

 

 

3 年間の事

業量 

項目 28年度実績 30年度 31年度 32年度 

計画作成者数 502人 622人 682人 742人 

計画作成割合 53% 60% 64% 67% 

※計画作成者数とは、サービス等利用計画案が作成された人数（セルフプ

ランは除く）のこと。 

9 P.93 

2-2-6 障害者差別

解消支援地域協議

会の運営 

事業概要：地域の関係機関等が委員となり、障害を理由とする

差別に関する相談等の事例を共有し、差別を解消するための取

組について協議を行う。 

事業概要：地域の関係機関等が委員となり、障害を理由とする

差別に関する相談等の事例共有や障害者差別解消条例に関する

検討等、差別を解消するための取組について協議を行う。 

10 P.102 

3-4-1 区の業務に

おける就労機会の

拡大 

事業概要：今後は、庁内インターンシップとの連携や、福祉施

設の就労体験の場として実習受け入れなどを実施し相乗効果を

上げていく。 

事業概要：今後は、庁内インターンシップとの連携や、福祉施

設における就労体験の場として実習受け入れなどを実施し相乗

効果を上げていく。 

11 P.108 

4-2-8 障害児相談

支援 

 

3 年間の事

業量 

項目 28年度実績 30年度 31年度 32年度 

実利用者数 253人 306人 337 人 371人 

※実利用者数の事業量見込みは、サービス利用支援及び継続サービス利用

支援の合計人数。 

 

 

3 年間の事

業量 

項目 28年度実績 30年度 31年度 32年度 

計画作成者数 284人 347人 385人 425人 

計画作成割合 67% 69% 71% 73% 

※計画作成者数とは、障害児支援利用計画案が作成された人数（セルフプ

ランは除く）のこと。 
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No. 箇 所 変更前（中間のまとめ） 変更後（案） 

12 P.113 

4-4-4 バリアフリ

ーパートナー事業 

事業概要：特別な支援を必要とする幼児・児童・生徒が個々の

ニーズに応じた教育を受けることができるようにするため、障

害者への支援に理解のある大学生や地域人材等の協力を得て児

童・生徒へのサポートを行う。 

事業概要：特別な支援を必要とする幼児・児童・生徒が個々の

ニーズに応じた教育を受けることができるようにするため、個

別に作成するバリアフリー支援計画に基づき、障害者への支援

に理解のある大学生や地域人材等の協力を得て児童・生徒への

サポートを行う。 

13 P.135 

第 6 章 障害福祉

計画における成果

目標 

国は、障害者総合支援法に基づく第 5 期障害福祉計画（平成

30 年度～平成 32 年度）の策定にあたり、障害福祉サービス及

び相談支援、市町村の地域生活支援事業を提供するための体制

の確保が総合的かつ計画的に図られるよう基本指針を示してい

ます。 

 

１ 第 5期障害福祉計画における成果目標 

国は、障害者総合支援法に基づく第 5 期障害福祉計画及び児

童福祉法に基づく第 1 期障害児福祉計画の策定にあたり、障害

福祉サービス及び相談支援、障害児通所支援、市町村の地域生

活支援事業を提供するための体制の確保が総合的かつ計画的に

図られるよう基本指針を示しています。 

 

１ 第 5 期障害福祉計画・第 1 期障害児福祉計画における成果

目標 

14 P.138 

各事業の 1 月あた

りの利用者数及び

利用量一覧 

（利用量一覧） 

  28年度実績 30年度 31年度 32年度 

計画相談 

支援 

実利用者数 33 44 48 53 

 
  28年度実績 30年度 31年度 32年度 

障 害 児 相

談支援 

実利用者数 21 26 28 31 
 

（利用量一覧） 

  28年度実績 30年度 31年度 32年度 

計画相談 

支援 

計画作成者

数 
42 52 57 62 

 
  28年度実績 30年度 31年度 32年度 

障 害 児 相

談支援 

計画作成者

数 
24 29 32 35 

 

 


